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(57)【要約】
幽門スリーブ領域（２０５）及び十二指腸スリーブ領域
（２０９）を含むスリーブ（５０１）と、十二指腸スリ
ーブ領域（２０９）の遠位端にある丸み要素（４０５）
と、幽門スリーブ領域（２０５）と十二指腸スリーブ領
域（２０９）との間に配置された拡張可能な十二指腸ア
ンカー（２０７）とを含む胃内装置を開示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幽門スリーブ領域（２０５）及び十二指腸スリーブ領域（２０９）を含むスリーブ（５
０１）と、前記十二指腸スリーブ領域（２０９）の遠位端にある丸み要素（４０５）と、
前記幽門スリーブ領域（２０５）と前記十二指腸スリーブ領域（２０９）との間に配置さ
れる拡張可能な十二指腸アンカー（２０７）とを含む、胃内装置（２００）。
【請求項２】
　前記スリーブ（５０１）は１つ以上の追加のアンカーを更に含む、請求項１に記載の胃
内装置（２００）。
【請求項３】
　前記スリーブ（５０１）は軸方向に折り畳み可能である、請求項１に記載の胃内装置（
２００）。
【請求項４】
　前記スリーブ（５０１）は補強材を含む、請求項１に記載の胃内装置（２００）。
【請求項５】
　前記スリーブ（５０１）は、胃腸管の内部で少なくとも６ヶ月間構造劣化に抵抗する、
請求項１に記載の胃内装置（２００）。
【請求項６】
　前記スリーブ（５０１）は胃内アンカー（２０３）を更に含む、請求項２に記載の胃内
装置（２００）。
【請求項７】
　前記十二指腸アンカー（２０７）の遠位端のみが前記スリーブ（５０１）に取り付けら
れている、請求項１に記載の胃内装置（２００）。
【請求項８】
　前記追加のアンカーのいずれも組織穿刺要素を含まない、請求項２に記載の胃内装置（
２００）。
【請求項９】
　前記追加のアンカーの少なくとも１つが、経口で送り込まれるように圧縮されるニチノ
ール構造体から作られ、追加のアンカーの位置に応じて胃又は腸の洞領域の少なくとも一
部と接触するように拡張可能である、請求項２に記載の胃内装置（２００）。
【請求項１０】
　前記十二指腸アンカー（２０７）及び前記胃内アンカー（２０３）は連結要素（１００
２）によって連結されている、請求項６に記載の胃内装置（２００）。
【請求項１１】
　前記胃内アンカー（２０３）は開いた形状として作られ、前記胃内アンカー（２０３）
の少なくとも２つの端部（１２０３，１２０５）はポリマー材料のみによって互いに接続
されている、請求項６に記載の胃内装置（２００）。
【請求項１２】
　前記ポリマー材料は前記スリーブ（５０１）のポリマー材料である、請求項１１に記載
の胃内装置（２００）。
【請求項１３】
　前記胃内アンカー（２０３）の端部の少なくとも１つ（１２０５）は、前記十二指腸ア
ンカー（２０７）の近位端で前記十二指腸アンカー（２０７）に連結されている、請求項
１１に記載の胃内装置（２００）。
【請求項１４】
　ＩＩ型糖尿病、小腸穿孔、小腸膿瘍、肥満、又はそれらの任意の組み合わせを治療する
のに使用するための、請求項１に記載の胃内装置（２００）。
【請求項１５】
　請求項１に記載の胃内装置（２００）を展開する方法であって、
　外側チューブ（４０３）に取り付けられたカプセル（４０１）の内部に折り畳まれてい
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る胃内装置（２００）を口から送り込むことと、
　前記カプセル（４０１）を幽門括約筋（１０５）内に配置することと、
　丸み要素（４０５）に接続された内側チューブ（５０３）を使用して、小腸（１０７）
の所定の長さに沿って前記幽門括約筋（１０５）内に配置された前記カプセル（４０１）
からスリーブ（５０１）を押し出してそれにより展開し、それにより前記カプセル（４０
１）から前記胃内装置（２００）を解放し、装置（２００）を圧縮された形状から十二指
腸アンカー（２０７）が前記幽門括約筋（１０５）の十二指腸側に配置される拡張された
形状へと変形させることと、
　前記内側チューブ（５０３）を取り外すことと、
　前記外側チューブ（４０３）を口から引き出すことと
を含む方法。
【請求項１６】
　前記丸み要素（４０５）は、折り畳まれた形状と開いた形状とを有し、前記丸み要素（
４０５）は、前記内側チューブ（５０３）に接続されているときに前記折り畳まれた形状
であり、前記内側チューブ（５０３）が取り外されるときに開いた形状に更に変形させら
れる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の胃内装置（２００）を患者の身体から除去する方法であって、
　外側シース（１２０６）と、前記外側シース（１２０６）の内部に配置された内側シー
ス（１２０４）と、前記内側シース（１２０４）の遠位端から延びる把持要素（１２０２
）とを含む引き抜き装置（１２１０）を患者の胃（１０１）に挿入することと、
　連結要素（１００２）に直接取り付けられていない胃内アンカー（２０３）の端部（１
２０２）を把持することと、
　連結要素（１００２）が十二指腸アンカー（２０７）と前記引き抜き装置（１２１０）
との間の接続を提供するように、前記胃内アンカー（２０３）が前記外側シース（１２０
６）内に引き込まれ且つ前記胃内アンカー（２０３）がシート（５０１）に取り付けられ
ているところの遠位側で前記スリーブ（５０１）が引き裂かれるまで、前記内側シース（
１２０４）を近位方向に引っ張ることと、
　前記外側シース（１２０６）の遠位端を幽門括約筋（１０５）内に配置することと、
　前記内側シース（１２０４）を近位方向に更に引っ張って、前記連結要素（１００２）
を引っ張り、前記十二指腸アンカー（２０７）を収縮させて前記外側シース（１２０６）
内に引き込むこと、
　前記外側シース（１２０６）を幽門括約筋（１０５）から胃（１０１）を通して患者の
身体の外へ近位方向に引っ張ることと
を含む方法。
【請求項１８】
　外側シース（１２０６）と、前記外側シース（１２０６）の内部に配置された内側シー
ス（１２０４）と、前記内側シース（１２０４）の遠位端から延びる把持要素（１２０２
）とを含む、胃内装置を引き出すための引き抜き装置。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の胃内装置（２００）と請求項１８に記載の引き抜き装置（１２１０
）とを含むキット。
【請求項２０】
　前記補強材は、ニチノールと、ポリウレタン、ポリエチレン、シリコン、ＰＴＦＥのよ
うなポリマーと、複合材料とからなる材料の群の少なくとも１つから、又はスリーブポリ
マーの厚さの変化によって形成されている、請求項４に記載の胃内装置（２００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠位端の丸み要素と拡張可能な十二指腸アンカーとを含む胃内装置及びその
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使用方法を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　肥満に関連する主要な併存疾患の１つはＩＩ型糖尿病（Ｔ２ＤＭ）であり、肥満成人の
およそ８５％がこの苦痛に悩まされている。現在、肥満治療は、コントロール不良のＴ２
ＤＭに苦しんでいる肥満患者にとって最も一般的な治療法である。大幅な体重の減少が起
こる前のある種の肥満治療の急性のグルコース低下効果は、数十年前から知られている。
最も一般的な肥満治療であるルーワイ胃バイパス術（ＲＹＧＢ）を受けた後のＩＩ型糖尿
病の寛解率は８０％であると報告されている。重要なことに、肥満手術は、メタボリック
シンドロームのいくつかの要素を改善するようであり、ＩＩ型糖尿病の特異的死亡率は、
ＲＹＧＢ治療被験者では非治療被験者と比較して最大９０％低いことが示されている。
【０００３】
　ＲＹＧＢは、小さな胃嚢の外科的形成を含む。小腸がトライツ靭帯から遠位側で分離さ
れ、遠位端が新しく形成された小さな胃嚢に接続される（胃空腸吻合）。小腸の上部は、
その後、胃空腸吻合の遠位側にＹ字型形状で再び取り付けられ、胃液、胆汁及び膵外分泌
物が十二指腸に入り、空腸空腸吻合へと流れ込む「分泌肢」を形成する。これとは対照的
に、栄養素は小さな胃嚢から「消化肢」（遠位空腸）に直接入る。このようにして、消化
されていない食品は、十二指腸の遠位側で胆汁及び膵液及び胃液と混合される。
【０００４】
　ＲＹＧＢ術の最小侵襲の代替手段として、胃十二指腸スリーブを導入することができる
。内視鏡的に挿入され且つ近位の小腸に配置される可撓性の管状外被であるスリーブは、
小腸内に内部バイパスを作り、手術なしでルーワイ肥満手術の効果を再現する。事実、ス
リーブは、キームスが胃液と混合するのを防ぐ障壁として機能する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　胃内糖尿病治療装置の設計における多くの進歩にもかかわらず、以前の装置のいくつか
の欠点に対処するか又は他の方法で以前よりも長い期間移植されることができる胃十二指
腸スリーブを含む改善された胃内装置が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、胃内装置（２００）であって、幽門スリーブ領域（２０５）及び
十二指腸スリーブ領域（２０９）を含むスリーブ（５０１）と、十二指腸スリーブ領域（
２０９）の遠位端にある丸み要素と、幽門スリーブ領域（２０５）と十二指腸スリーブ領
域（２０９）との間に配置された拡張可能な十二指腸アンカー（２０７）とを含む胃内装
置（２００）を対象にする。
【０００７】
　一部の実施形態によれば、スリーブ（５０１）は１つ以上の追加のアンカーを更に含む
。更なる実施形態によれば、スリーブ（５０１）は軸方向に折り畳み可能である。更なる
実施形態によれば、スリーブ（５０１）は補強材を含む。更なる実施形態によれば、スリ
ーブ（５０１）は、胃腸管の内部で少なくとも６ヶ月間構造劣化に抵抗する。更なる実施
形態によれば、スリーブ（５０１）は胃内アンカー（２０３）を更に含む。更なる実施形
態によれば、十二指腸アンカー（２０７）の遠位端のみがスリーブ（５０１）に取り付け
られている。更なる実施形態によれば、アンカーのいずれも組織穿刺要素を含まない。更
なる実施形態によれば、アンカーの少なくとも１つは、経口で送り込まれるように圧縮さ
れるニチノール構造体から作られ、アンカーの位置に応じて胃又は腸の洞領域の少なくと
も一部と接触するように拡張可能である。更なる実施形態によれば、十二指腸アンカー（
２０７）及び胃内アンカー（２０３）は連結要素（１００２）によって連結されている。
更なる実施形態によれば、胃内アンカー（２０３）は開いた形状として作られ、胃内アン
カー（２０３）の少なくとも２つの端部（１２０３，１２０５）はポリマー材料のみによ
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って互いに接続されている。更なる実施形態によれば、ポリマー材料は、スリーブ（５０
１）のポリマー材料である。更なる実施形態によれば、胃内アンカー（２０３）の端部の
少なくとも１つ（１２０５）は、十二指腸アンカー（２０７）の近位端で十二指腸アンカ
ー（２０７）に連結されている。
【０００８】
　一部の実施形態は、ＩＩ型糖尿病、小腸穿孔、小腸膿瘍、肥満、又はそれらの任意の組
み合わせを治療するのに使用するための、本明細書で詳述する胃内装置（２００）を対象
とする。
【０００９】
　追加の実施形態は、本明細書で詳述する胃内装置（２００）を展開する方法であって、
　外側チューブ（４０３）に取り付けられたカプセル（４０１）の内部に折り畳まれてい
る装置（２００）を口から送り込むことと、
　カプセル（４０１）を幽門括約筋（１０５）内に配置することと、
　丸み要素（４０５）に接続された内側チューブ（５０３）を使用して、小腸（１０７）
の所定の長さに沿って幽門括約筋（１０５）内に配置されたカプセル（４０１）からスリ
ーブ（５０１）を押し出してそれにより展開し、それによりカプセル（４０１）から装置
（２００）を解放し、装置（２００）を圧縮された形状から十二指腸アンカー（２０７）
が幽門括約筋（１０５）の十二指腸側に配置される拡張された形状へと変形させることと
、
　内側チューブ（５０３）を取り外すことと、
　外側チューブ（４０３）を口から引き出すことと
を含む方法を対象とする。
【００１０】
　一部の実施形態によれば、丸み要素（４０５）は折り畳まれた形状と開いた形状とを有
し、丸み要素（４０５）は、内側チューブ（５０３）に接続されているときに折り畳まれ
た形状であり、内側チューブ（５０３）が取り外されるときに開いた形状へと更に変形さ
せられる。
【００１１】
　更なる実施形態は、本明細書で詳述する胃内装置（２００）を患者の身体から除去する
方法であって、
　外側シース（１２０６）と、外側シース（１２０６）の内部に配置された内側シース（
１２０４）と、内側シース（１２０４）の遠位端から延びる把持要素（１２０２）とを含
む引き抜き装置（１２１０）を患者の胃（１０１）に挿入することと、
　連結要素（１００２）に直接取り付けられていない胃内アンカー（２０３）の端部（１
２０３）を把持することと、
　連結要素（１００２）が十二指腸アンカー（２０７）と引き抜き装置（１２１０）との
間の接続を提供するように、胃内アンカー（２０３）が外側シース（１２０６）内に引き
込まれ且つ胃内アンカー（２０３）がスリーブに取り付けられているところの遠位側でス
リーブ（５０１）が引き裂かれるまで、内側シース（１２０４）を近位方向に引っ張るこ
とと、
　外側シース（１２０６）の遠位端を幽門括約筋（１０５）内に配置することと、
　内側シース（１２０４）を近位方向に更に引っ張り、連結要素（１００２）を引っ張っ
て十二指腸アンカー（２０７）を収縮させて外側シース（１２０６）内に引き込むことと
、
　外側シース（１２０６）を幽門括約筋（１０５）から胃（１０１）を通して患者の体外
へと近位方向に引っ張ることと
を含む方法を対象とする。
【００１２】
　更なる実施形態は、外側シース（１２０６）と、外側シース（１２０６）の内部に配置
された内側シース（１２０４）と、内側シース（１２０４）の遠位端から延びる把持要素
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（１２０２）とを含む、胃内装置を引き出すための引き抜き装置を対象とする。
【００１３】
　更なる実施形態は、本明細書で詳述される胃内装置（２００）と本明細書で詳述される
引き抜き装置（１２１０）とを含むキットを対象とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明の実施形態は、図面と関連して以下の詳細な説明からより完全に理解され、認識
されるであろう。図面は一定の縮尺ではなく、図面において、同様の符号は対応する要素
、類似の要素又は同じ要素を示す。
【図１】消化管の一部の断面図である。
【図２】本発明による胃内装置の一部の実施形態の斜視図である。
【図３】消化管内で展開された後の胃内装置の実施形態の断面図である。
【図４】胃内装置の実施形態の展開の開始時における消化管の一部の断面図であり、外側
チューブ、丸み要素及び消化管内の装置の位置を示している。
【図５】胃内装置の実施形態の展開中における消化管の一部の断面図であり、外側チュー
ブ、内側チューブ及び消化管内の装置の位置、並びにその端部に丸み要素を有する胃内装
置の遠位端を示している。
【図６】カプセルの内部で圧縮されている胃内装置の実施形態の断面図である。
【図７Ａ】丸み要素の実施形態の斜視図を示し、折り畳まれた形状の丸み要素を示してい
る。
【図７Ｂ】丸み要素の実施形態の斜視図を示し、開いた形状の丸み要素を示している。
【図８】折り畳まれて内側チューブに取り付けられた丸み要素の実施形態の斜視図である
。
【図９】折り畳まれて内側チューブに取り付けられた丸み要素の実施形態の断面図である
。
【図１０Ａ】その遠位端のみがスリーブに取り付けられた拡張可能アンカー、例えば十二
指腸アンカーの実施形態の近位図を示し、スリーブに張力がかけられていないときのアン
カーの形状を示している。
【図１０Ｂ】その遠位端のみがスリーブに取り付けられた拡張可能アンカー、例えば十二
指腸アンカーの実施形態の近位図を示し、スリーブに近位の張力が加えられたときのアン
カーの形状を示している。
【図１１Ａ】胃内要素の一部の実施形態の近位図を示し、連結要素の引っ張り前の図を示
している。
【図１１Ｂ】胃内要素の一部の実施形態の近位図を示し、連結要素の引っ張りが始まった
後の図を示している。
【図１２Ａ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、接触する前の胃内スリーブ及び引き抜き装置の断面図である。
【図１２Ｂ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、胃内アンカーをつかむ把持器を示す断面図である。
【図１２Ｃ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、胃内アンカーが外側シース内に折り畳まれてスリーブから取り外された後の引き
抜き手段及び胃内装置の断面図である。
【図１２Ｄ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、幽門括約筋内に配置された引き抜き手段の断面図である。
【図１２Ｅ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、十二指腸アンカーが部分的につぶされて外側シースに入り始めるときの引き抜き
手段の断面図である。
【図１２Ｆ】患者の体内から胃内スリーブの実施形態を除去する方法の実施形態の断面図
を示し、両方のアンカーが外側シースの遠位端を通過した後に胃の中に引き戻される引き
抜き手段の断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の詳細な説明では、本発明の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が
記載されている。しかしながら、当業者であれば、これらの具体的な詳細なしで本発明を
実施できることを理解するであろう。他の例では、本発明を曖昧にしないために、周知の
方法、手順、及び構成要素については詳細に説明していない。
【００１６】
　本発明の実施形態は、胃内装置であって、幽門スリーブ領域及び十二指腸スリーブ領域
を含むスリーブと、十二指腸スリーブ領域の遠位端にある丸み要素と、幽門スリーブ領域
及び十二指腸スリーブ領域が本質的に十二指腸アンカーの位置によって画定されるように
、幽門スリーブ領域と十二指腸スリーブ領域との間に配置された拡張可能な十二指腸アン
カーとを含む胃内装置を対象とする。一部の実施形態によれば、胃内装置は、ＩＩ型糖尿
病、肥満、小腸穿孔、小腸膿瘍又はそれらの任意の組み合わせを治療するために使用され
る。
【００１７】
　一部の実施形態によれば、スリーブは管状の形状を有し、幽門スリーブ領域と、十二指
腸スリーブ領域とを含む。幽門スリーブ領域は、十二指腸アンカーから胃に向かって伸び
、幽門括約筋を通過するスリーブの領域として定義され、十二指腸スリーブ領域は、十二
指腸アンカーから十二指腸に伸びるスリーブの領域として定義される。
【００１８】
　スリーブは、軸方向に折り畳み可能であることができる。一部の実施形態によれば、ス
リーブは、コーティングされていないか又はパリレンでコーティングされている、ポリウ
レタン、ポリエチレン、シリコン、ＰＴＦＥなどのポリマー材料から形成されている。一
部の実施形態によれば、スリーブは、例えば、ニチノールで、又はポリウレタン、ポリエ
チレン、シリコン、ＰＴＦＥなどのポリマーで、又は複合材料で、又はスリーブポリマー
の厚さの変化によって強化されている。一部の実施形態によれば、補強材は、スリーブに
沿って配置された円形（リング）形状又は螺旋形状を有する。一部の実施形態によれば、
補強材は、スリーブ内の任意の所望の位置に配置される。一部の実施形態によれば、補強
材は、スリーブの軸に対して任意の角度であることができる。一部の実施形態によれば、
補強材は、スリーブのポリマー材料に組み込まれることができる。補強材は、スリーブが
拡張されたときに補強材が腸内壁の内側を覆い、スリーブを常に開いた状態に維持するよ
うに腸壁に所定の圧力を加えることができるように十分に強い。
【００１９】
　一部の実施形態によれば、スリーブが形成される材料は、所定の時間にわたって胃腸管
の内部で構造劣化に抵抗する。一部の実施形態によれば、所定の期間は、約１ヶ月、２ヶ
月、４ヶ月、６ヶ月、８ヶ月、１年、２年又はそれ以上である。一部の実施形態によれば
、所定の期間は、少なくとも約６ヶ月である。
【００２０】
　スリーブが腸内に配置されると、スリーブは栄養の吸収を制限し、キームスがスリーブ
を通る間に胆膵液と混合するのを防ぐ。スリーブはまた、スリーブがキームスと損傷した
組織との接触を防いで損傷した組織のより速い回復を促すので、もし存在するならば、瘻
孔を閉じるのを助ける。
【００２１】
　一部の実施形態によれば、スリーブは、それぞれがつぶされた形状と拡張された形状と
を有する、少なくとも２つの半径方向に折り畳み可能なアンカーを含む。アンカーの拡張
された形状は、装置が幽門括約筋を通るのを防ぎ、アンカーの少なくとも１つ（本明細書
では「胃内アンカー」と称する）は幽門括約筋の胃の側に配置され、少なくとも１つのア
ンカー（本明細書では「十二指腸アンカー」と称する）は幽門括約筋の十二指腸側に配置
される。したがって、拡張されると、それらのアンカーの各々のサイズは、幽門括約筋よ
りも大きい。つぶされた形状にあるとき、装置は腸内に少なくとも部分的に幽門括約筋を
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通して容易に送達されることができる。
【００２２】
　アンカーは、スリーブの周りに同心に配置することができる。アンカーは、近位方向及
び遠位方向の両方においてアンカーで固定されたスリーブの動きを妨げるように、互いか
ら離して保持されることができる。一部の実施形態によれば、任意の２つ以上のアンカー
が、例えば、ニチノール又はポリマー材料から作られたコネクタによって、互いに連結さ
れることができる。
【００２３】
　一部の実施形態によれば、スリーブは、２つのアンカー、胃内アンカーと十二指腸アン
カーとを含み、２つのアンカーは、先に詳述したように、胃内アンカーが幽門括約筋の胃
側にあり且つ十二指腸アンカーが幽門括約筋の十二指腸側に位置するように配置される。
【００２４】
　一部の実施形態によれば、胃内アンカーは、胃の中に延びる漏斗形状の構造体を含み、
スリーブは、漏斗形状の構造体に沿って近位方向に胃の中で広がる。拡張されると、漏斗
形状の構造体が胃内壁の内側を覆うことができ、胃壁に所定の圧力を加える。
【００２５】
　一部の実施形態によれば、十二指腸アンカーは、スリーブの内部に完全に一体化されて
いる。他の実施形態によれば、十二指腸アンカーは拡張可能である。一部の実施形態によ
れば、十二指腸アンカーの動きは、十二指腸アンカーの遠位端のみをスリーブに取り付け
る構造によって得られる。十二指腸アンカーの遠位端のみをスリーブに取り付けると、ス
リーブの近位方向の移動に対する抵抗が改善される。近位方向の張力がスリーブに加えら
れると、十二指腸アンカーの取り付けられた遠位端が狭くなり、アンカーの近位端の拡張
を引き起こし、それによりアンカーが幽門を通過するのを防ぐ。
【００２６】
　一部の実施形態によれば、胃内アンカーは組織穿刺要素を含まない。一部の実施形態に
よれば、十二指腸アンカーは組織穿刺要素を含まない。一部の実施形態によれば、アンカ
ーのいずれも組織穿刺要素を含まない。一部の実施形態によれば、アンカーの少なくとも
１つは組織穿刺要素を含まない。
【００２７】
　一部の実施形態によれば、アンカーのいずれか１つ以上は、経口で送り込まれるように
十分に圧縮可能なニチノール構造体によって形成され、アンカーの位置に応じて、胃又は
腸の洞領域と接触するように拡張されたときに十分に大きい。拡張された形状にあるとき
、アンカーのいずれか１つ以上は、胃からスリーブを通る流れオリフィスを画定する中心
管腔を含むことができる。一部の実施形態によれば、アンカーのいずれか１つは、例えば
図に示されるように、任意の数の指状突起を有する丸い形状であることができる。拡張さ
れ又は開けられたとき、指状突起は胃壁に接触し、胃壁に一定の圧力を加える。
【００２８】
　他の実施形態によれば、アンカーのいずれか１つ以上は、膨張可能なバルーンを含むか
、膨張可能なバルーンに連結されるか、又は膨張可能なバルーンに隣接している。装置の
展開中、バルーンを送達サイズの外形まで収縮させることができ、スリーブが所望に応じ
て配置されると、バルーンを展開されたサイズまで膨張させることができる。膨張したバ
ルーンの外形は、バルーンが十二指腸内へと遠位に移動するのを防ぐために、幽門括約筋
（開放時）の直径よりも大きい。バルーンの容積は、胃又は十二指腸におけるその動きを
最大又は最小にし、結果としてスリーブの動きの量を制御するために調整されることがで
きる。バルーンの形状は、所望に応じて予め定められることができ、これに限定されるも
のではないが、リング、互いに接続された２つ以上のリング、或いは胃壁又は腸壁に適合
するための任意の他の形状を含む。
【００２９】
　一部の実施形態によれば、アンカーのいずれか１つ以上は、ニチノール構造体と膨張可
能なバルーンの両方を含むことができる。したがって、バルーンが破裂しても、アンカー
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は所定の位置に留まる。
【００３０】
　一部の実施形態によれば、任意の２つのアンカー、例えば、胃内アンカー及び十二指腸
アンカーは、ポリマー材料によって互いに接続される。一部の実施形態によれば、ポリマ
ー材料は、スリーブのポリマー材料である。一部の実施形態によれば、２つのアンカーの
間に追加の接続部は設けられていない。他の実施形態によれば、任意の２つのアンカー、
例えば、十二指腸アンカー及び胃内アンカーは、１つの経幽門アンカーを効果的に形成す
るために、相互に堅固に接続されることができる。経幽門アンカーは、遠位方向と近位方
向の両方におけるスリーブの動きを防止する。２つのアンカー、例えば、十二指腸アンカ
ー及び胃内アンカーの堅固な接続部は、キームスが通過し得る管を含むことができる。管
の直径は、幽門括約筋（開放時）の直径よりもわずかに小さいことができる。この管は、
実際に幽門括約筋が閉塞するのを防ぐことができる。一部の実施形態によれば、コネクタ
は束状構造を形成するいくつかの部材を含み、束状構造は幽門括約筋と同心に位置合わせ
され、括約筋が束状構造の周りで閉じることを可能にする。
【００３１】
　一部の実施形態によれば、胃内アンカーを含むアンカーのいずれか１つは、開いた構造
体を形成するように作られることができ、開口部において、構造体の少なくとも２つの端
部が、スリーブのポリマー材料のみによって互いに接続されている。他の実施形態によれ
ば、胃内アンカーを含むアンカーのいずれか１つは、閉じた形状と開いた形状の両方を有
する構造体として作られることができる。一部の実施形態によれば、アンカーの本体は、
開いた形状、例えば、開いた円形、楕円、又は身体の組織を損傷することなくスリーブを
所定の位置に固定することができる任意の他の形状として作られている。アンカーの形状
は、対称又は非対称であることができる。開いた形状は、開いた形状の２つの端部で、例
えば、穴又はフックを通過し得るワイヤ、より糸、カテーテルなどの任意の適切な接続手
段によって閉じられ、それにより閉じた形状でそれら２つの端部を一緒に保持する。接続
手段が除去されると、アンカーは、閉じた形状から開いた形状へと変形されることができ
、開いた形状では、アンカーの２つの端部は、スリーブのポリマー材料のみによって一緒
に又は互いに近接して保持され、すなわち、ニチノール構造体は２つの端部を接続しない
。一部の実施形態によれば、アンカーのいずれか１つ、例えば胃内アンカーは、２つのそ
のような開口を含み、構造体は少なくとも４つの端部を含み、各２対の端部はスリーブの
ポリマー材料のみによって互いに接続される。
【００３２】
　一部の実施形態によれば、任意の２つのアンカー、例えば、胃内アンカー及び十二指腸
アンカーは、任意の適切な連結手段によって互いに連結される。一部の実施形態によれば
、連結手段は、先に詳述したような開いた形状を有するアンカー（例えば、胃内アンカー
）の１つの端部を第２のアンカー（例えば、十二指腸アンカー）と連結し、連結手段は、
２つのアンカーの間のスリーブの長さに沿って軸方向に伸びる。更なる実施形態によれば
、連結手段は、開いた構造のアンカーの両端を互いに連結し、その結果、２つのアンカー
を互いに連結するようにスリーブの長さに沿って伸びる。
【００３３】
　一部の実施形態によれば、胃内装置を患者の体内から取り外すとき、胃内装置は引き抜
き手段に連結される。一部の実施形態によれば、引き抜き手段は、アンカーを収容するた
めの外側シースと、外側シースの内部に配置された内側シースと、内側シースの遠位端か
ら延びることができる把持要素とを含む。一部の実施形態によれば、把持要素は、他の要
素を把持する／他の要素に結合することができる歯、フックなどを含む。
【００３４】
　一部の実施形態によれば、胃内装置は、先に詳述したように、２つのアンカー、例えば
、胃内アンカー及び十二指腸アンカーを互いに連結する連結手段を含む。胃内装置を患者
の体内から取り出すことが望まれる場合、引き抜き手段が胃の中に挿入され、把持要素が
胃内アンカーを把持し、それにより胃内アンカーをつぶれさせ且つ／又は胃内アンカーに
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穴を開けさせ、例えば、内側シースを近位方向に引っ張ることによって、胃内アンカーを
外側シース内に引き込ませることができる。一部の実施形態によれば、把持要素は、連結
要素に直接取り付けられていない胃内アンカーの一部を把持する。一部の実施形態によれ
ば、把持要素は、胃内アンカーの、胃内アンカーが連結要素に取り付けられているところ
の反対側の部分を把持する。一部の実施形態によれば、胃内アンカーを外側シース内に引
き込んでつぶすことにより、連結要素が十二指腸アンカーを含むスリーブの残りの部分と
引き抜き手段との間の接続を提供するように、スリーブは胃内アンカーが取り付けられて
いるところの遠位側で引き裂かれる。本明細書で詳述するように、アンカーをつぶす／外
側シース内に折り畳むことは、アンカーがシース内に収まることができるより直線的な形
状をとるように、例えば、アンカーをスリーブから引き離すことを含むことを意味し、こ
れはまた、アンカーを伸ばし又はシース内に引き込むことに関係し得る。
【００３５】
　一部の実施形態によれば、胃内アンカーは開いた構造体を有し、胃内アンカーの開いた
構造体の１つの端部に取り付けられた連結要素を介して十二指腸アンカーに連結され、連
結要素は、胃内アンカーの、胃内アンカーが連結要素に取り付けられている箇所の反対側
の部分を把持要素が把持すると、胃内アンカーが容易につぶされて外側シース内に折り畳
まれる（或いは、胃内アンカーが伸ばされ又は引き込まれるように、より直線的な形状を
とるようにスリーブから引き離される）ように、そこから軸方向にスリーブに沿って伸び
、十二指腸アンカーに取り付けられる。
【００３６】
　胃内アンカーがつぶされて外側シース内に折り畳まれる（或いは伸ばされ又は引き込ま
れる）と、外側シースの遠位端が幽門括約筋内に配置されることができる。次いで内側シ
ースを近位方向に更に引っ張り、それにより連結手段を引っ張り、十二指腸アンカーの近
位端を最初につぶれさせ、それを外側シース内に引き込むことを可能にする。一部の実施
形態によれば、十二指腸アンカーは、十二指腸アンカーの近位端で連結手段を半径方向内
向きに引っ張ると、連結手段によってつぶされる。一部の実施形態によれば、連結手段は
、連結手段の近位方向への引っ張りによって十二指腸アンカーが収縮し／つぶれ／圧縮さ
れるように、十二指腸アンカーの周囲に取り付けられる。
【００３７】
　装置は、口から内視鏡的に展開し且つ／又は引き抜くことができる。
【００３８】
　装置は、送達システムを用いて意図した位置に送り込むことができる。送達システムは
、装置を収納するための外側カテーテル／チューブと、水路と、胃の中及び幽門括約筋を
通して小腸に沿って装置を展開するために外側カテーテル／チューブを越えて延びる内側
カテーテル／チューブとを含むことができる。
【００３９】
　小腸内での装置の展開を容易にするために、内側カテーテルは丸み要素に連結されるこ
とができる。丸み要素は、円形、楕円形、１つ以上のよじれを含む概ね丸い形状、対称若
しくは非対称の形状、又は装置の展開中及び展開後に身体の組織に対して非外傷的、すな
わち有害ではない任意の可能な形状であることができる。一部の実施形態によれば、丸み
要素は、装置に一体化され且つその意図した位置での展開を容易にするリング要素である
。丸み要素は、十二指腸スリーブ領域の遠位端に配置される。丸み要素は、小腸に沿って
前進させられるときに非外傷性端部として機能するように十分に厚い。一部の実施形態に
よれば、丸み要素は１から４ｍｍの厚さであり、チューブの直径は２０から３０ｍｍであ
る。一部の実施形態によれば、スリーブの遠位端の丸み要素（本明細書では「リング」、
「丸み要素」、「非外傷性要素」又は「非外傷性リング要素」とも称する）は、連結ワイ
ヤを用いてカテーテルに連結される。カテーテルを前進させるとき、丸み要素は組織を損
傷することなく小腸を通してスリーブを導く。一部の実施形態によれば、丸み要素は、蠕
動波によって小腸内で下方に運ばれ且つ装置の展開を助けるのに十分なサイズ／体積のも
のである。展開が完了した後、内側カテーテルを丸み要素から遠くに離すことができる。
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一部の実施形態によれば、装置が腸管内にある間、丸み要素は、スリーブの遠位端を開い
た状態に保つ方法でスリーブの遠位端が支持されるように、スリーブの遠位端で開口して
いる折り畳まれた端部を保持する。
【００４０】
　更なる実施形態によれば、丸み要素は、その遠位端に、スリーブの内部に一体化された
２つ以上の本体を含む。本体の形状は、球、ディスク、楕円、又は非外傷性であるように
、例えば、鋭い縁を含まないように設計された他の適切な形状であることができる。スリ
ーブが外側カテーテルの内部で折り畳まれている間、これらの本体は互いに近接して保持
され、それにより組み合わされた本体の塊、すなわち、本体の各々よりも大きい塊を生じ
る。このより大きい塊は、内側カテーテルに連結され、スリーブの展開中に非外傷性端部
として機能する。
【００４１】
　一部の実施形態によれば、丸み要素は、スリーブの一部として設計される。他の実施形
態によれば、丸み要素は、スリーブから分離可能であり、展開後に取り外すことができる
。このような分離は、展開手順の一部として操作により能動的に始めることができる。他
の実施形態によれば、分離は、小腸の蠕動運動により行うことができる。蠕動による丸み
要素の受動的な分離は、弱化させた結合部、弱化させたコネクタ、丸み要素の近位にある
ミシン目などによって達成さすることができる。
【００４２】
　ここで図１を参照すると、消化管の一部の断面図（従来技術）が示されている。図１は
、胃（１０１）、幽門（１０３）、幽門括約筋（１０５）、十二指腸球（１０６）及び十
二指腸（１０７）の断面を示す。
【００４３】
　ここで図２を参照すると、胃内装置（２００）の一部の実施形態の斜視図が示されてい
る。示した実施形態は、２つのアンカー、胃内アンカー（２０３）及び十二指腸アンカー
（２０７）を含む。消化管に配置されるとき、本明細書では幽門スリーブ領域又は第１ス
リーブ部分とも称される幽門スリーブ部分（２０５）が幽門括約筋を遠位方向に通過して
幽門括約筋内に留まるように、胃内アンカー（２０３）は幽門括約筋の胃側、すなわち幽
門括約筋の近位側に固定され、十二指腸アンカー（２０７）は幽門括約筋の十二指腸側、
すなわち幽門括約筋の遠位側に固定される。先に詳述したように、幽門スリーブ部分（２
０５）は、幽門括約筋が閉鎖可能であるか又は少なくとも部分的に開放されたままである
ように設計されることができる。本明細書では十二指腸スリーブ領域又は第２スリーブ部
分とも称される十二指腸スリーブ部分（２０９）は、所望に応じて設定された所定の長さ
で十二指腸アンカー（２０７）から十二指腸の下まで伸びる。一部の実施形態によれば、
十二指腸スリーブ部分（２０９）の所定の長さは、約２７ｃｍから１１２ｃｍの間である
。
【００４４】
　ここで図３を参照すると、消化管内で展開された後の本発明の胃内装置の実施形態の断
面図が示されている。胃内アンカー（２０３）は幽門括約筋（１０５）の胃側に固定され
、十二指腸アンカー（２０７）は幽門括約筋（１０５）の十二指腸側に固定されている。
一部の実施形態によれば、胃内アンカー（２０３）は、幽門（１０３）内に固定される。
一部の実施形態によれば、十二指腸アンカー（２０７）は、十二指腸球（１０６）内に固
定される。幽門スリーブ部分（２０５）は幽門括約筋（１０５）を通過し、十二指腸スリ
ーブ部分（２０９）は十二指腸アンカー（２０７）から十二指腸（１０７）の下まで伸び
る。
【００４５】
　ここで図４を参照すると、胃内装置の実施形態の展開の開始時における消化管の一部の
断面図が示されている。胃内装置は経口で挿入され、装置（完全には図示されていない）
は、外側チューブ（４０３）に取り付けられたカプセル（４０１）の内部に折り畳まれて
いる。外側チューブ（４０３）は、口から食道を通って胃（１０１）内に延びている。丸
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み要素（４０５）はリングの形態であることができ、折り畳まれた形状と開いた形状の両
方を有することができ、カプセル（４０１）の遠位端で部分的に露出し、折り畳まれた形
状でリングを示すことができる。
【００４６】
　ここで図５を参照すると、胃内装置の実施形態の展開中における消化管の一部の断面図
が示されている。スリーブ（５０１）の展開中（図５Ａ）、カプセル（４０１）は幽門括
約筋（１０５）に配置され、内側チューブ（５０３）が十二指腸（１０７）に沿って遠位
に延びる間そこに留まる。内側チューブ（５０３）の遠位端は、示されているように、折
り畳まれた形状を有するリングの形態であり得る丸み要素（４０５）に連結されている。
丸み要素（４０５）は、スリーブ（５０１）の遠位端に配置されている。先に詳述したよ
うに、丸み要素（４０５）は、任意の適切な手段によってスリーブ（５０１）に取り付け
られることができる。他の実施形態によれば、丸み要素（４０５）はスリーブ（５０１）
の一部であり、例えば、スリーブ（５０１）の遠位端を折り畳むこと、丸めること、又は
他の適切な手段によって形成されることができる。内側チューブ（５０３）を伸ばすこと
によって、スリーブ（５０１）が腸に沿って展開される。丸み要素（４０５）は、内側チ
ューブ（５０３）によって押され、それによりスリーブ（５０１）を腸に沿って広げ又は
展開させる。スリーブ（５０１）の展開は、スリーブ（５０１）の長さに沿って補強材（
５０５）を徐々に伸ばし（図５Ｂ）、スリーブ（５０１）を開いた状態に維持する。丸み
要素（４０５）は、スリーブ材料と同様に作られ、例えば、パリレンでコーティングされ
ていないか又はコーティングされている、ポリウレタン、ポリエチレン、シリコン、ＰＴ
ＦＥなどのポリマー材料から形成されることができる。一部の実施形態によれば、スリー
ブは、胃液によって又は手順の一部として使用される特定の流体によって溶解させるか又
は液化することができる材料を含む生分解性材料から形成されることができる。丸み要素
のサイズを小さくするために、一部の実施例では、丸み要素は、そのサイズを、非外傷性
の端部から、その機能を維持し且つスリーブの端部を支持することができる端部を有する
より小さいサイズへと縮小するように形成されることができる。
【００４７】
　ここで図６を参照すると、カプセル（４０１）の内部で圧縮されている胃内装置の実施
形態の断面図が示されている。十二指腸アンカー（２０７）は、カプセル（４０１）の遠
位端で折り畳まれた／圧縮された形状であり、胃内アンカー（２０３）はカプセル（４０
１）の近位端にある。カプセル（６０１）の遠位端は、装置の展開中の組織の損傷を防ぐ
ために丸められることができる。カプセル（４０１）の近位端に押圧板（６０３）を配置
することができ、展開中に押圧板（６０３）が胃内アンカー（２０３）を押して装置の展
開を支援するように、胃内アンカー（２０３）は押圧板（６０３）の遠位側で圧縮される
。押圧板（６０３）は、押圧板（６０３）を押す、図示しない押圧ワイヤに取り付けられ
、押圧ワイヤは、外側チューブ（４０３）の内部にあり、患者の口（図示せず）の外から
使用者によって押し込まれ／供給される。一部の実施形態によれば、内側チューブを含む
本明細書に関連するチューブは、軟質ライニングによって保護された可撓性ワイヤのよう
な他の任意の適切な手段に置き換えることができることに留意されたい。
【００４８】
　ここで図７Ａ及び７Ｂを参照すると、折り畳まれた形状（図７Ａ）及び開いた形状（図
７Ｂ）の丸み要素（４０５）の実施形態の斜視図が示されている。スリーブ（５０１）の
端部にある丸み要素（４０５）は、内側チューブ（５０３）によって押され、それにより
展開中に組織を損傷することなくスリーブ（５０１）を展開するのを助ける。内側チュー
ブ（５０３）が（スリーブ（５０１）の展開後に）近位方向に引っ張られることによって
除去されると、丸み要素（４０５）は、折り畳まれた形状（図７Ａ）から開いた形状（図
７Ｂ）へと変形される。また、一旦展開されると、丸み要素（４０５）は、スリーブ（５
０１）の遠位端に支持を提供し、それによりスリーブの遠位端を開いたままにする。符号
（５０５）及び（５０７）は、スリーブ５０１の補強要素を示す。
【００４９】
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　ここで図８を参照すると、折り畳まれて内側チューブ（５０３）に取り付けられた丸み
要素（４０５）の実施形態の斜視図が示されている。スリーブ（５０１）の展開中、丸み
要素（４０５）は、内側チューブ（５０３）と身体組織との間の障壁として作用する丸い
形を形成するように折り畳まれ、それにより展開中の組織の損傷を防ぐ。丸み要素（４０
５）のサイズ、形状、構造及び／又は形態はまた、蠕動運動によるスリーブ（５０１）の
展開を助けることができる。丸み要素（４０５）は、任意の適切な接続手段、例えば、よ
り糸、ガイドワイヤなどによって内側チューブ（５０３）に取り付けられることができる
。図８に示すように、内側チューブ（５０３）は任意の数の穴（８０３）を含むことがで
き、これらの穴を通って接続手段（８０５）が丸み要素（４０５）を内側チューブ（５０
３）に接続する。接続手段は、丸み要素（４０５）の周りの任意の数のループ又は他の適
切な手段によって構成されることができることに留意されたい。スリーブ（５０１）が展
開されると、接続手段（８０５）を取り外したり、切断したりすることができ、その後内
側チューブ（５０３）を取り外すことができる。
【００５０】
　ここで図９を参照すると、折り畳まれて内側チューブに取り付けられた丸み要素の実施
形態の断面図が示されている。図９に示すように、丸み要素（４０５）を内側チューブ（
５０３）に接続する任意の数の接続要素（８０５）を、内側チューブ（５０３）の内部に
配置されたワイヤ（９０３）又は他の適切な手段に連結することができる。示した実施形
態によれば、各接続要素又は接続要素の一部分（８０５）は、穴（８０３）を通って内側
チューブ（５０３）を出て、次に丸み要素（４０５）を取り囲む。スリーブ（５０１）の
遠位端が所望に応じて展開された後、ワイヤ（９０３）は近位方向に引っ張られ、それに
より接続要素（８０５）を解放する。したがって、内側チューブ（５０３）を近位方向に
引っ張ると、接続要素（８０５）は穴（８０３）を完全に通過し、丸み要素（４０５）が
所定の位置に留まっている間に内側チューブを取り外すことを可能にする。接続要素は、
丸み要素から垂れ下がったままであるか、又は生分解性材料から作られ、スリーブの展開
後に体内で分解することができる。
【００５１】
　ここで図１０Ａ及び１０Ｂを参照すると、拡張可能な十二指腸アンカー（２０７）の実
施形態が示されている。図１０Ａ及び１０Ｂに示すように、拡張可能な十二指腸アンカー
（２０７）は、遠位端のみが幽門スリーブ部分（２０５）と十二指腸スリーブ部分（２０
９）との間で装置（２００）（完全には図示されていない）に取り付けられており、図１
０Ａは、スリーブに張力が加えられていないときのアンカーの形状を示し、図１０Ｂは、
スリーブに近位方向の張力が加えられたときのアンカーの形状を示す。図１０Ｂに示すよ
うに、近位方向の張力は、拡張可能な十二指腸アンカー（２０７）を遠位端で狭めて近位
端で拡張させ、これによりアンカーの近位方向の移動に対する抵抗を助け、装置（２００
）を所望の位置に固定するのを補助する。
【００５２】
　ここで図１１Ａ及び１１Ｂを参照すると、胃内アンカー（２０３）と、十二指腸アンカ
ー（２０７）と、連結要素（１００２）とを含む胃内装置（２００）の一部の近位側の図
が示されており、連結要素（１００２）は胃内アンカー（２０３）を十二指腸アンカー（
２０７）に連結している。図１１Ａに示すように、連結要素（１００２）は、胃内アンカ
ー（２０３）の１つの近位端（１００４）に取り付けられ、十二指腸アンカー（２０７）
へと装置（２００）の下方に軸方向に伸び、十二指腸アンカーの周囲で十二指腸アンカー
の近位端に取り付けられている。一部の実施形態によれば、アンカーの端部のいずれか１
つ、例えば、胃内アンカーの近位端（１００４）は、連結要素（１００２）を容易に近位
端に取り付け且つ近位端から取り外すことを可能にする、穴、フックなどの形状であるこ
とができる。そのような穴及び／又はフックは、十二指腸アンカー（２０７）（図示せず
）でも見ることができ、それを使って連結要素（１００２）を取り付けることができる。
【００５３】
　連結要素（１００２）が近位方向に引っ張られると、胃内アンカー（２０３）はつぶさ
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れ（又はより直線形状に変形され、図示せず）、装置（２００）は、胃内アンカー（２０
３）が装置（２００）に予め取り付けられているところの遠位側で線（１００６）に沿っ
て引き裂かれ／切断される。連結要素（１００２）を近位方向に更に引っ張ると、図１１
Ｂに示すように、十二指腸アンカー（２０７）がつぶれる。
【００５４】
　ここで図１２Ａを参照すると、胃（１０１）内の引き抜き装置（１２１０）の断面図が
示されており、引き抜き装置（１２１０）は、把持要素（１２０２）と、内側シース（１
２０４）と、外側シース（１２０６）とを含む。胃内装置（２００）であって、開いた構
造を有する胃内アンカー（２０３）と、その遠位端のみが装置（２００）に取り付けられ
た拡張可能な十二指腸アンカー（２０７）と、胃内アンカー（２０３）及び十二指腸アン
カー（２０７）を互いに連結する連結要素（１００２）とを含む胃内装置（２００）も示
されている。
【００５５】
　ここで図１２Ｂを参照すると、胃内アンカー（２０３）の端部（１２０３）をつかむ把
持要素（１２０２）を示す断面図が示されている。胃内アンカー（２０３）の１つの端部
（１２０３）は自由であり、他の端部（１２０５）は連結要素（１００２）を介して十二
指腸アンカー（２０７）に連結されていることに留意されたい。図１２Ｂ及び１２Ｃに示
すように、一旦把持されると、内側シース（１２０４）を近位方向に外側シース（１２０
６）内に引っ張ることにより、胃内アンカー（２０３）が引っ張られてつぶされ、装置（
２００）からの胃内アンカー（２０３）の分離が引き起こされる。装置（２００）からの
胃内アンカー（２０３）の分離は、引き裂き線（１２０８）を作り出す。一部の実施形態
によれば、胃内アンカー（２０３）を装置（２００）から容易に取り外すために、装置（
２００）は、例えばミシン目又は他の任意の適切な手段によって、引き裂き線（１２０８
）の領域で弱化させることができる。図１２Ｃは、胃内アンカー（２０３）の端部のみを
示し、胃内アンカー（２０３）の残りの部分は既に、装置（２００）から取り外されると
直ぐにより直線的な形状を取った後で外側シース（１２０６）内に引き込まれていること
に留意されたい。
【００５６】
　図１２Ｃに示すように、胃内アンカー（２０３）が外側シース（１２０６）内に引き込
まれ（又は折り畳まれ又は延ばされ）、引き裂き線（１２０８）が形成された後、図１２
Ｄに示すように、外側シース（１２０６）の遠位端は、幽門括約筋（１０５）の内部に配
置され、連結要素（１００２）によって十二指腸アンカー（２０７）に取り付けられてい
る。図１２Ｅに示すように、内側シースを近位方向に更に引っ張ることによって（図示せ
ず）、十二指腸アンカー（２０７）は収縮され／つぶされ／圧縮されて外側シース（１２
０６）内に引き込まれる。これは、連結要素（１００２）が十二指腸アンカー（２０７）
の周囲に連結され、その結果、連結要素（１００２）を引っ張ることによって十二指腸ア
ンカー（２０７）の近位端が収縮され／つぶされ／圧縮されるため、可能となる。他の実
施形態によれば、連結要素（１００２）は、連結要素（１００２）が近位方向に引っ張ら
れるときに十二指腸アンカー（２０７）を収縮させる、十二指腸アンカー（２０７）上の
任意の追加の手段に取り付けられることができる。十二指腸アンカー（２０７）が外側シ
ース（１２０６）に引き込まれた後、図１２Ｆに示すように、外側シース（１２０６）は
幽門括約筋（１０５）から近位方向に胃（１０１）に引き込まれ、装置（２００）の残り
の部分が続く。引き抜き装置は、装置（２００）の残りの部分と共に患者の身体の胃（１
０１）から取り外される。
【００５７】
　本発明の様々な態様は、本発明の実施形態を示す様々な実施例で詳細に説明したが、本
発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
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